
固
定
資
産
税

■
１
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
課
税

　

今
年
中
に
土
地
・
家
屋
を
取
得
し

た
場
合
や
家
屋
を
新
築
し
た
場
合

は
、
令
和
３
年
度
か
ら
固
定
資
産
税

が
課
税
さ
れ
ま
す
。
家
屋
を
新
築
や

増
改
築
し
た
と
き
は
、
税
務
課
へ
届

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
登
記
申
請
を
し
た
人
は
届
出
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
届
出

が
必
要
で
す

  

今
年
中
に
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場

合
は
、
そ
の
部
分
に
か
か
る
固
定
資

産
税
は
、
翌
年
か
ら
課
税
さ
れ
な
く

な
り
ま
す
。
必
ず
税
務
課
へ
届
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。届
出
を
し
な
い
と
、

引
き
続
き
課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

■
償
却
資
産
の
申
告

　

市
内
に
事
業
用
の
償
却
資
産
を
所

有
し
て
い
る
人（
法
人
ま
た
は
個
人
）

は
、
毎
年
１
月
末
ま
で
に
該
当
す
る

資
産
を
申
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
今
年
１
月
２
日
以
降
に
資
産

の
入
れ
替
え
や
開
業
、
廃
業
、
個
人

か
ら
法
人
へ
の
資
産
の
異
動
な
ど
が

あ
っ
た
場
合
は
、
特
に
ご
注
意
く
だ

 　

税問
合
先　

税
務
課

さ
い
。

　

ま
た
本
市
で
は
、固
定
資
産
税（
償

却
資
産
）
の
実
地
調
査
を
行
っ
て
い

ま
す
。
申
告
書
の
提
出
の
際
は
、
申

告
内
容
の
今
一
度
の
点
検
を
お
願
い

し
ま
す
。

【
令
和
３
年
度
分
申
告
書
類
】

配
布
時
期　

12
月
中
旬
（
予
定
）

提
出
期
限　

来
年
２
月
１
日
㈪

■
中
小
事
業
者
等
に
対
す
る
固
定
資

産
税
等
の
軽
減
措
置　

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
で
、
事
業
収
入
が
減
少
し
た
中

小
事
業
者
等
が
所
有
す
る
償
却
資
産

お
よ
び
事
業
用
家
屋
に
つ
い
て
令
和

３
年
度
課
税
分
に
限
り
、
事
業
収
入

の
減
少
割
合
に
応
じ
て
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
の
軽
減
制
度
が
あ

り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
広
報
11
月
号
ま
た
は

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

▲QRコード

イベントなどへの参加の際は手洗いやマスク着用などにご協力をお願いします

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
拡
大
防
止
の
た
め
、
郵
送

ま
た
は
電
子
申
告
（
エ
ル
タ
ッ

ク
ス
）
で
の
申
告
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
。

12
月
は
「
税
収
確
保
重
点
月
間
」

　

大
切
な
市
税
を
確
保
す
る
た
め
、

12
月
を
税
収
確
保
重
点
月
間
と
定

め
、
夜
間
・
日
曜
日
の
納
税
相
談
の

ほ
か
電
話
・
訪
問
催
告
な
ど
を
実
施

し
ま
す
。

　

ま
た
、「
泉
佐
野
市
納
付
勧
奨
等

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
」
に
よ
る
納
付
勧

奨
も
行
い
ま
す
。
納
付
が
ま
だ
の
人

は
早
め
の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

市
民
の
み
な
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご

協
力
に
よ
り
、
令
和
元
年
度
市
税
徴

収
率
（
現
年
度
分
と
滞
納
繰
越
分
を

合
わ
せ
た
合
計
徴
収
率
）
は
前
年
度

を
０
．
２
８
％
上
回
る
99. 

07
％（
現

年
度
分
は
99. 

62
％
）
と
な
り
ま
し

た
。

　

今
後
も
正
し
い
納
税
へ
の
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

■
夜
間
・
休
日
納
税
相
談　

　

病
気
・
失
業
な
ど
の
特
別
な
事
情

に
よ
り
、
や
む
を
得
ず
納
期
限
ま
で

に
納
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
期
間
を

限
っ
た
納
税
猶
予
制
度
や
分
割
納
付

な
ど
の
方
法
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早

め
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時

●
夜
間
納
税
相
談
…
12
月
９
日
㈬
〜

11
日
㈮ 

午
後
５
時
30
分
〜
８
時

●
休
日
納
税
相
談
…
12
月
13
日
㈰ 

午
前
９
時
〜
正
午

■
滞
納
処
分　

　

滞
納
（
市
税
を
決
め
ら
れ
た
納
期

限
内
に
納
め
な
い
こ
と
）
に
な
る

と
、
ま
ず
は
督
促
状
や
催
告
状
に
よ

り
納
付
を
促
し
ま
す
が
納
付
相
談
も

な
く
、
市
税
を
滞
納
し
た
ま
ま
で
い

る
と
延
滞
金
が
か
さ
む
ば
か
り
で
な

く
、
納
付
期
限
内
に
納
め
た
納
税
者

と
の
税
の
公
平
を
保
つ
た
め
、
や
む

を
得
ず
滞
納
し
て
い
る
人
の
財
産
を

調
査
し
、
差
し
押
さ
え
る
な
ど
の
強

制
処
分
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
な
い
よ

う
に
納
期
限
内
に
納
付
し
ま
し
ょ

う
。

■
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う

　

固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
分
含

む
）、
市
府
民
税
の
第
４
期
の
納
期

限
は
、
12
月
25
日
㈮
で
す
。
市
税
の

納
付
に
は
、
便
利
な
口
座
振
替
の
ご

利
用
を
！

　

ま
た
、
今
年
度
か
ら
ス
マ
ホ
決
済

（
コ
ン
ビ
ニ
納
付
用
バ
ー
コ
ー
ド
を

利
用
し
た
請
求
書
払
い
）
も
利
用
可

能
に
な
り
ま
し
た
。

「
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
」
と

「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
ａ
ｙ
」
が

利
用
で
き
ま
す

　

市
税
な
ど
の
納
付
に
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
ア
プ
リ
「
Ｐ
ａ
ｙ
Ｂ
」
に
加

え
、「
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
」
と
「
Ｌ
Ｉ

Ｎ
Ｅ
Ｐ
ａ
ｙ
」
も
利
用
可
能
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

追
加
さ
れ
た
２
つ
の
ア
プ
リ
で

は
、
あ
ら
か
じ
め
ア
プ
リ
を
イ
ン

ス
ト
ー
ル
し
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

で
、
コ
ン
ビ
ニ
収
納
用
バ
ー
コ
ー
ド

を
読
み
取
る
こ
と
で
、
ア
プ
リ
内
で

チ
ャ
ー
ジ
さ
れ
た
残
高
か
ら
お
支
払

い
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　

詳
し
い
操
作
方
法
は
、
各
社
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

納
付
可
能
対
象　

●
個
人
市
府
民
税
（
普
通
徴
収
）

●
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
（
償

却
資
産
含
む
）

●
軽
自
動
車
税

●
国
民
健
康
保
険
料

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

●
介
護
保
険
料

問
合
先　

各
担
当
課
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■
令
和
２
年
分
の
確
定
申
告

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
次
の
よ
う

な
対
策
を
実
施
予
定
で
す
。
な
お
、

会
場
の
状
況
に
よ
り
、
申
告
相
談
の

受
付
を
早
期
に
終
了
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

●
税
務
署
や
申
告
相
談
会
場
に
お
け

る
入
場
整
理
券
の
配
布

●
咳
・
発
熱
な
ど
の
症
状
の
あ
る
人

や
体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
人
の
入
場
制

限●
利
用
す
る
人
へ
の
マ
ス
ク
の
着
用

の
要
請

●
ボ
ー
ル
ペ
ン
・
計
算
器
具
な
ど
の

持
参
の
要
請

※
混
雑
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
申
告

書
はe-Tax

送
信
や
郵
送
に
よ
る
提

出
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
年
金
受
給
者
の

た
め
の
申
告
相
談
会

　

来
年
２
月
上
旬
に
、
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
や
年
金
受
給
者
を
対
象
と
す
る
申

告
相
談
会
場
を
開
設
予
定
で
す
。

場
所　

イ
オ
ン
モ
ー
ル
り
ん
く
う
泉

南
２
階
イ
オ
ン
ホ
ー
ル
（
泉
南
市
り

ん
く
う
南
浜
３
番
12
号
）

※
感
染
状
況
に
よ
り
内
容
の
変
更
、

中
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　　　　　　　　　　新型コロナウイルス感染症の影響により
市税の納税が困難な人へ

徴収猶予の「特例制度」
●新型コロナウイルス感染症の影響により事業などに係る収入に相当の減少があった人は、1年以内の期間で、
地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
●担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可
能です。
対象となる地方税
来年2月1日までに納期限が到来する個人市民税、法人市民税、固定資産税などほぼすべての税目（証紙徴収の
方法で納めるものを除く。納期限までの申請が必要）
対象　下記の①②を満たす納税者・特別徴収義務者（個人法人の別、規模は問わず）
①令和2年2月以降の任意の期間（1ヵ月以上）において、事業など
に係る収入が前年同期に比べて概ね20％以上減少していること
②一時に納付し、または納入を行うことが困難であること
※「一時に納付し、または納入を行うことが困難」の判断は、少な
くとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される人
の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
申請手続　申請書、収入や現預金の状況が分かる資料を提出してい
ただきますが、提出が難しい場合は口頭により伺います。
問合先　税務課

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
合
先　

泉
佐
野
税
務
署

☎
４
６
２・
３
４
７
１

【
所
得
税
・
消
費
税
・
贈
与
税
の
申

告
は
、e-Tax

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
】

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
作
成
し

た
申
告
書
をe-Tax

送
信
す
る
こ
と

で
、
税
務
署
に
行
か
ず
に
自
宅
か
ら

申
告
で
き
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
感
染
防
止
対
策
に
も
な
り
ま
す
。

　

現
在
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
方

式
と
ID
・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式
（
ID
・

パ
ス
ワ
ー
ド
方
式
の
届
出
完
了
通
知

を
お
持
ち
の
人
）
の
２
つ
の
方
式
が

ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　

給
与
所
得
者
で
、
医
療
費
控
除
や

寄
付
金
控
除
の
還
付
申
告
を
さ
れ
る

人
、
公
的
年
金
等
収
入
の
人
は
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
の
申
告
（
一
部
の

機
種
除
く
）
が
便
利
で
す
。

※
詳
し
く
は
、e-Tax

ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（https://w

w
w
.e-tax.nta.

go.jp

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
国
税
に
関
す
る
一
般
的
な
ご
相
談

は
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
へ

　

電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
で
は
、
税
務

に
精
通
し
た
国
税
局
の
職
員
が
お
答

え
し
ま
す
。
最
寄
り
の
税
務
署
へ
電

話
を
か
け
、
音
声
案
内
に
従
い
１
番

を
選
択
し
、
相
談
内
容
を
選
択
し
て

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

は
、
よ
く
あ
る
国
税
の
質
問
に
対
す

る
一
般
的
な
回
答
を
タ
ッ
ク
ス
ア
ン

サ
ー
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
利
用

し
て
く
だ
さ
い
。

※
来
署
で
の
相
談
を
希
望
す
る
人
は

事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

▲国税庁ホームページ
QRコード

イベントなどへの参加の際は手洗いやマスク着用などにご協力をお願いします
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